
信用保証料
補助本人負担

利率
（年）

資金
使途返済期間融資金額

全額
補助

1年目 0％

2年目以降0.5%
2.1%

運転

設備
9年以内

(据置12か月を含む)
2,000万円以内

（経営アシスト）

①利子、信用保証料を補助！

1年目の利子自己負担率0％（２年目以降は0.5％）、信用保証料は全額補助します。

②事業計画書の作成支援！

経営改善等に関する事業計画書の作成を、江東区経営相談員が丁寧に支援します。

③長期での返済が可能！

返済期間が最長9年（据置12か月を含む）で、長期的に経営改善をアシストします。

地域振興部経済課融資相談係
（江東区役所4階28番窓口）

〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28
TEL. (03) 3647-2331（直通）

※詳細は裏面をご覧ください。

江東区中小企業融資制度

お問合せ

〈区HP〉

経営をアシストする融資

売上や売上総利益が減少し、経営改善等に取り組む
区内中小企業者向けに、融資資金をあっせんします。

令和8年4月版



江東区総合経営相談では、融資に関する計画書のご相談以
外も、経営に関連する相談を中小企業診断士等と無料で行う
ことが可能です。
オンライン（Zoom）による相談も可能です。
皆様のご利用をお待ちしております！

（１） 区内に住所又は主たる事業所があること
（個人：住所又は主たる事業所があること 法人：本店所在地があること）

（２）区内で引き続き１年以上同一事業を営んでいること

（３）所得税（法人税）の申告をし、完納していること

（４）申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税（法人都民税）を完納していること

（５）東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

（６）許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること

下記の①または②に該当し、経営改善に取り組む中小企業者であること
①中小企業信用保険法第２条第５項（セーフティネット保証制度）第１～８号のうちいずれか

の認定を申込時に受けていること
②直近の３か月の売上高又は売上総利益が、過去３か年のいずれかの年の同時期と比較して

１０％以上減少していること

（７）経済課所定の経営改善に関する計画書を作成のうえ、江東区経営相談員の審査を完了するこ
と（江東区経営相談で計画書の作成支援、審査を行います）

詳細な利用条件、申込方法及び必要書類等は
区ホームページ(HP)をご確認ください。

江東区 経営相談予約 検索

〈経営相談予約 ＨＰ〉
詳細はこちら→

〈区 ＨＰ〉
詳細はこちら→

労務相談財務・税制相談創業相談経営相談
水曜月曜（不定期）・金曜（固定）月曜～金曜（祝日・年末年始除く）曜日

10時・11時・13時・14時・15時 （１コマ５０分）時間

社会保険労務士税理士中小企業診断士相談員

・就業規則
・人材育成
・求人
・人事評価
・働き方改革
・助成金等

・財務全般
・各種税制
・決算
・インボイス対応等

・創業全般
・融資（創業支援資金）
の相談等

・資金繰り
・事業計画
・販路開拓
・人手不足対応
・融資・補助金
・デジタル・IT推進等

相談内容

経営改善資金の申込に際して、江東区経営相談をご予約頂き、江東区経営相談員とご相談の上で、経営改善に
関する計画書の審査を完了していることが必要です。

融資の申込をご希望の方は、必要書類を揃えたうえで、経営相談のご予約をお願いいたします。

【総合経営相談の概要】 令和8年４月時点 ※最新の情報は区HPをご確認ください。

例：令和8年2月～4月の売上高と比較する場合、令和5、６、7年のいずれかの同時期（2月～4月）と比較可能


